
 

様式第３号（第１０条関係） 

 

積算疑義の申立に対する回答書 

１ 案件番号 2025100113001 

２ 工 事 名 広島新交通１号線インフラ施設補修工事（７－１） 

３ 開 札 日 令和７年 ６月３０日 

（再度の入札を実施した場合は、再度の入札の開札日） 

 

申立内容 回   答 

第 0004 号 仮設工 足場工 

吊足場 タイプ A1・吊足場 タイプ B・橋脚

回り足場 タイプ F・枠組足場 タイプ G につ

いて、 広島市の土木工事標準積算基準書（共

通編）の I-11 の「4.諸雑費及び端数処理」（2）

端数処理 2）歩掛における計算結果の端数処

理については、各々に定めのある場合を除

き、少数第 4 位を四捨五入し、第 3 位とする。

の内容が適用されてないと思われます。 

タイプ A1 

歩掛係数 タイプ A1 0.130、床面シート張防

護設置時 0.007、現場環境条件による補正 

1.2 にて計算すると、0.1644 端数処理により

0.164 となると思います。 

よって、タイプA1 10,712円/ｍ2は、10,690

円/ｍ2になると思います。 

吊足場 タイプ A1・吊足場 タイプ B・橋

脚回り足場 タイプ F・枠組足場 タイプ G に

ついては、積算参考資料に記載のとおり、橋

梁架設工事の積算（令和６年度版）を基に積

算しているため、土木工事標準積算基準書の

内容は適用していません。 

また、橋梁架設工事の積算（令和６年度版）

の各種足場の積算要領には、端数処理に係る

記載はないことから、足場工費の計算過程で

の端数処理は行っていません。 

 

検証結果 

市の積算に誤りはありませんでした。 
よって、落札候補者を決定し、開札結果を公表します。 

 


